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地方自治法第199条第1項及び第5項の規定により、令和2（2020）年度に実施した随時

監査（工事監査）の結果は次のとおりでした。 

同条第9項の規定に基づき提出します。 

 

  

 

○都市活力部、総務部 

令和 2年度伊丹市立生涯学習センター大規模改修工事 

 



 

監 査 結 果 報 告 

（工事監査） 

 

第 1 監査の種別 

随時監査（工事監査）（地方自治法第 199条第 1項及び第 5項による監査） 

 

第 2 監査の対象 

 都市活力部 都市整備室 営繕課 

 総務部 契約・検査課 

＜令和 2年度伊丹市立生涯学習センター大規模改修工事＞ 

 

第 3 監査の着眼点 

対象工事に関する事務事業が法令に準拠し、適正かつ効率的に執行されているか

を主眼とし、主に、以下の着眼点により監査を実施しました。 

① 事業目的、法令に適合した設計となっているか。 

② 仕様書、図面及び設計書等の設計図書は的確に作成されているか。 

③ コスト削減意識を反映した設計となっているか。 

④ 省資源、省エネルギー、資材のリサイクル等環境に配慮した設計となってい

るか。 

⑤ 利用者の安全を確保した設計となっているか。 

⑥ 積算基準、積算資料等の整備状況及びその運用は適切か。 

⑦ 歩掛及び単価は適正か。また、施工条件等を的確に反映しているか。 

⑧ 数量、金額は正確か。また、その算出根拠は明確か。 

⑨ 契約の方法及び手続は適正か。 

⑩ 工事施工計画は適切か。 

⑪ 設計図書どおり施工されているか。また、法令等を遵守して施工されている

か。 

⑫ 一括下請負はなされていないか。 

⑬ 現場の安全管理は適切に行われているか。 

⑭ 工程管理及び品質管理は適切に行われているか。 



 

第 4 監査の主な実施内容 

本監査の実施にあたっては、対象工事の担当部局から設計図書、工事関係書類の

提出を求め、工事担当責任者立会いのもと下記の日程により書類審査及び現場調査

を行い、その施工状況の実態を把握しながら、伊丹市監査基準にのっとり、公正妥

当な監査方法により実施しました。なお、本監査においては、公益社団法人大阪技

術振興協会へ技術士の派遣を依頼し、技術上の意見を参考として取り入れました。 

＜令和 2年度伊丹市立生涯学習センター大規模改修工事＞ 

令和 2年 12月 2日 書類審査、現場調査 

 

第 5 監査の日程 

令和 2年 10月 1日～令和 3年 1月 29日 

 

第 6 監査の結果 

監査の結果、工事関係書類の整備及び現場の施工状況については、おおむね良好

であり、指摘事項はありません。 

監査対象工事の概要、契約、進捗率、意見及び改善を要する主な事項は、以下に

示すとおりです。 

なお、指摘事項等は監査時のものであり、現行と相違する場合がありますので、

念のため申し添えます。 

 

  



 

令和 2年度伊丹市立生涯学習センター大規模改修工事（調査日時点） 

Ⅰ 工事概要 

工事場所    伊丹市南野 2丁目 3番 25号 

工事内容    生涯学習センター大規模改修工事         

工  期    令和 2年 7月 16日～令和 3年 3月 31日 

 

Ⅱ 契 約 

＜設計＞ 

請負金額    19,800,000円（消費税及び地方消費税を含む） 

請負業者    株式会社上坂設計 

契約方法    事後審査型一般競争入札 

入札参加業者数 12者応募 9者応札 

契約年月日   令和元年 6月 25日 

＜工事＞ 

請負金額    802,780,000円（消費税及び地方消費税を含む） 

請負業者    株式会社柄谷工務店 

契約方法    制限付一般競争入札 

入札参加業者数 7者応募 3者応札 

契約年月日   令和 2年 7月 16日 

 

Ⅲ 進捗率 

＜工事＞    33％（令和 2年 12月 2日現在） 

 

Ⅳ 意見要望 

1 設計委託業務について 

  伊丹市立生涯学習センター大規模改修工事の設計業務については、設計事務所と委 

託契約を締結しています。工事の履行に支障のない範囲でしたが、納期の遅延や図面 

と図面リストに一部不整合が見受けられましたので、業務の進捗確認及び書類確認の 

徹底を図ってください。 

  また、当該契約は、事後審査型一般競争入札の結果に基づき、低価格で締結してい 

ますが、一般的に低価格での入札は、委託した業務の質の低下などが懸念されます。 



 

  今後は、設計業務に係る入札においても最低制限価格を設定するなど、委託業務が 

適正に履行され、品質が確保されるための仕組みづくりを検討してください。 

 


